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 Request for the life space of the people, the city is diversified due to the development. As a person involved in architectonics related 

to the life space, we must respond to these requirements. It demands invisible that the sound has been emphasized, the word “noise” 

is widely diffused, the people become words to everyday use, disputes such as noise lawsuit is generally caused. 

 Now, Table 1 shows judicial example of noise lawsuit. A case is that harm by noise has been observed but it was dismissed, a case 

which the fact is presumed, a case the plaintiff’s claim is rejected because it is ambiguous, from three cases, in court, to establish the 

facts about the noise, it is necessary to consider what is needed. In this paper, to examine the clarification of the criteria that court in 

noise lawsuit admit the plaintiff and the defendant’s claim. 

 

１． はじめに  

人々の生活空間に対する要求は，都市が発展

するに伴い多様化している．生活空間を創造す

る学問である建築に携わる者として，これらの

要求に応えていく必要がある．その中で近年，

音という目に見えない要求が重要視されてきて

いる．今，騒音という言葉が広く普及し，人々

が日常的に使用する言葉となり，騒音訴訟など

の紛争が一般的に生じている． 

そこで，騒音訴訟において裁判所がどのよう

な判断を下しているかを示す(Table 1)．被害が

認められているが棄却となっている事例，推認

により事実認定されている事例，原告の主張が

不鮮明であることにより棄却されている事例，

以上 3つの事例をとりあげた，これらより裁判

所において，騒音に関する事実を事実として立

証するには何が必要なのかを検討する必要があ

ると言える．そこで，本報では，騒音訴訟にお

いて原告・被告の主張を裁判所が認める基準に

焦点を当て，基準の明確化を検討する． 

２．調査概要 

判例検索サイト 1)より，不法行為による騒音

訴訟事件を対象にし特定のキーワード（不法行

為、騒音 等）を用いて抽出した 40件を一覧と

してまとめる(Table2)．まとめた 40 件を原告・

被告の関係に注目し，その中で建築と消費者の

関係性が強い「近隣住民―施工会社」(Table3)を対象にし原告と被告の主張を分析し実際の判例文より，裁判所が何を

基準に判断したかを示し裁判所の判断基準を検討する．また，一般に騒音訴訟における原告側の精神に関わる主張にお

いては，証拠をそろえることが困難であることが知られている．そこで，どういった事柄が事実認定へ繋がるのかとい

った部分についても検討を行う． 
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事件番号 原告主張 裁判所判断 判決

生活面での被害は認められた

継続性が判断できない

測定値の正確性がない

平成15年（ワ）第17264号 精神的被害
騒音の大きさと継続時間が考慮され受忍限度

を超えるとされた
原告勝訴

平成15年（ワ）第4518号
平成15年（ワ）第5491号
平成15年（ワ）第5501号

精神的被害
どの程度の騒音をどのような時間帯にどの程

度継続させたかが不鮮明である
棄却

平成17年（ワ）第9336号 精神的被害 棄却

Table 1. Judicial examples of noise lawsuit for plaintiff side. 

事件番号 原告 被告 音
1 平成23年（ワ）第35604号 上階住民 下階住民 歌声
2 平成20年（ワ）第37366号 下階住民 上階住民 子供
3 平成20年（ワ）第5346号 上階住民 下階住民 声

4 平成20年（ワ）第3967号 近隣住民 会社経営
機械音
重機音
声

建築主
施工会社

6 平成19年（ワ）第298号 近隣住民 会社経営
ボールの音
ホイッスル
子供の声

7 平成18年（ワ）第6412号 近隣住民 工事業者（解体） 工事音
行政（福島県）

施工会社

会社経営（分譲）
工事業者（改装）

建築主
施工会社

工事業者（解体）
会社経営

近隣住民

12
平成16年（ワ）第26493号
平成18年（ワ）第6533号

近隣住民 工事業者（解体） 工事音

13 平成16年（ワ）第21141号 近隣住民 行政（東京消防庁職員） 機械音（訓練時）

14 平成16年（ワ）第9930号
賃借人

（上階住民）
賃借人

（下階住民）
ライブハウス

15 平成16年（ワ）第9199号 上階住民 下階住民 機械音(ミシン）
会社経営 会社経営
近隣住民 施工会社

17 平成15年（ワ）第26239号 居住者 居住者 機械音
18 平成15年（ワ）第17264号 近隣住民 施工会社 工事音
19 平成15年（ワ）第16768号 近隣住民 施工会社 工事音

下階住民
会社経営（賃貸会社） 生活音（音楽）

施主

施工会社

22 平成14年（少コ）第2457号 下階住民 上階住民 生活音

施主
工事業者（修復）

24 平成14年（ワ）第25028号 居住者 工事業者（設備取替） 工事音
25 平成14年（ネ）第3634号 近隣住民 会社経営 葬儀のときに出る音
26 平成11年（ワ）第14618号 会社経営 工事業者（水道） 工事音
27 平成11年（ワ）第2443号 近隣住民 会社経営 機械音
28 平成10年（ワ）第19861号 上階住民 会社経営（下階） 機械音（室外機）
29 平成7年（ワ）第25744号 近隣住民 施工会社 工事音
30 平成6年（ワ）第2699号 下階住民 上階住民 生活音
31 平成5年（ワ）第954号 近隣住民 施工会社 工事音
32 平成2年（ワ）第13944号 下階住民 上階住民 生活音
33 平成元年（ワ）第3639号 近隣住民 施主 排水パイプ
34 平成元年（オ）第1682号 近隣住民 会社経営 工場音

設計者
工事業者（改装）

36 昭和60年（ネ）第3186号 近隣住民 会社経営 工場音
37 昭和60年（ネ）第474号 近隣住民 会社経営 機械音
38 昭和59年（ワ）第8138号 会社経営 会社経営 工場音
39 昭和59年（ワ）第5386号 近隣住民 近隣住民 機械音
40 昭和59年（ワ）第3083号 近隣住民 会社経営 工場音

35 昭和63年（ワ）第18683号 下階住民 工事音

20 平成15年（ワ）第11472号 上階住民

21
平成15年（ワ）第4518号
平成15年（ワ）第5491号
平成15年（ワ）第5501号

近隣住民 工事音 声

23 平成14年（ワ）第27990号 居住者 工事音

11 平成17年（ワ）第9336号 施工会社 工事音

16 平成16年（ワ）第1573号 工事音

9 平成17年（ワ）第26814号 居住者 工事音

10 平成17年（ワ）第19086号 近隣住民 工事音

5 平成19年（ワ）第824号 近隣住民 工事音

8 平成18年（ワ）第184号 会社経営 工事音

Table 2. The plaintiff and the defendant’s 

relationship, kind of noise 

 
原告 被告 件数

上階住民 会社経営（賃貸会社）
上階住民 会社経営（下階）

賃借人 （上階住民） 賃借人 （下階住民）
上階住民 下階住民
上階住民 下階住民
上階住民 下階住民
上階住民 下階住民
近隣住民 工事業者（解体）
近隣住民 工事業者（解体）
近隣住民 工事業者（解体）
近隣住民 施工会社
近隣住民 施工会社
近隣住民 施工会社
近隣住民 施工会社
近隣住民 施工会社
近隣住民 施工会社
近隣住民 施工会社
近隣住民 施工会社
近隣住民 施工会社
近隣住民 行政（東京消防庁職員） 1
近隣住民 会社経営
近隣住民 会社経営
近隣住民 会社経営
近隣住民 会社経営
近隣住民 会社経営
近隣住民 会社経営
近隣住民 会社経営
近隣住民 会社経営
近隣住民 施主
近隣住民 施主
近隣住民 施主
近隣住民 施主
近隣住民 近隣住民 1
居住者 工事業者（改装）
居住者 工事業者（修復）
居住者 工事業者（設備取替）
居住者 会社経営（分譲） 1
居住者 施主 1
居住者 居住者 1
会社経営 工事業者（水道） 1
会社経営 施工会社
会社経営 施工会社
会社経営 行政（福島県） 1
会社経営 会社経営
会社経営 会社経営
下階住民 工事業者（改装） 1
下階住民 上階住民
下階住民 上階住民
下階住民 上階住民
下階住民 上階住民
下階住民 設計者 1

51

2

4

合計

9

8

4

3

2

2

5

3

Table 3. List of the plaintiff and 

the defendant’s relationship 
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３．分析結果および考察 

Table2 及び Table3 より，建築する際の工事や改修工事とい

った，建築物に手を加える行為が騒音訴訟では問題視されて

いることがわかる．建築物に手を加える行為に関連するもの

は 51 件中 25 件である．約半数が建築が直接かかわる訴訟で

ある（被告が施主を含む）．今後建築行為，特に新築に関して

は騒音を抑える方法を更に開発していく必要，地域の条例に

とらわれず，出来る限り騒音対策を行う必要がある． 

Figure1 及び Figure2 に「近隣住民―施工会社」による不法

行為の判例における，原告及び被告の主張の統計を示す．

Figure1より，「近隣住民―施工会社」の関係において，原告は

「生活に支障をきたした」「不眠」といったような比較的実害

がわかりやすい主張をすることは少なく，「精神的被害」とい

う，実害が個人の内面にしかあらず，証拠として裁判所に提

出が難しいため立証しにくい主張である．対して Figure2より

被告である施工会社は，様々な手を尽くして未然に紛争を回

避しようとしていることがわかる． 

つづいてTable4に「近隣住民―施工会社」の訴訟において，

原告・被告の主張に対して裁判所がどういった部分に注目し

判断を下したのかを示す．Table4 において，赤枠は否定的判

断，緑色は肯定的判断である．また，訴訟の敗訴（棄却含む）

となった側は青枠をとった．Table4 より、原告側の「精神的

被害」を立証するために必要な要素は，「騒音の程度を示すこ

と」「騒音の恒常性を示すこと」である．特に「騒音の程度を

示すこと」に関しては，数値として信憑性のある測定が絶対

的に求められている．また，実害があったかどうかが重要で

はなく，騒音に関する証拠が重要である．騒音に関する証拠

から実害を推認する傾向がみられるため，騒音に関する証拠

が有れば，それを根拠として実害を裁判所が事実認定をする

傾向がある．同時に，これらが立証されると施工会社は，ど

れだけ最善を尽くしていようとも敗訴になりえると言える． 

４．まとめ 

 「近隣住民―施工会社」の関係における原告の「精神的被

害」という心理的な主張に対して，裁判所が認める基準を示

した（Figure 3）．同時に，今回の分析判例内では，裁判所が被

告の正当性を認めることについて，原告の主張が認められな

かった場合に限り認めていることを示した（Table4）．今回の

結果より、原告か被告のどちらかに偏った判決となることは

明らかである．今後被告（施工会社）の騒音防止対応努力や，

騒音の測定が通常困難であることから，裁判所が原告（近隣

住民）の騒音測定値以外の騒音の程度を事実認定する基準を

検討していく必要がある（Figure3 赤枠部分の検討）． 

５．参考文献 

1)日本法総合データベース LexisNexis®JP 

http://www.lexis-asone.jp/home/Index.aspx 

Figure 1. Plaintiff’s claims. 

 

Figure 2. Defendant’s claims. 

 
Table 4. Details of the dispute between local residents and the 

construction company. 

平成19年（ワ）第824号 原告 被告
低騒音の機械を使用
今までに苦情がなかった

防音対策をした
受忍限度を超えない

距離による判断 1年間の工事であった
恒常的である 対策が十分であったといえない

閑静な住宅街であった 原告らの主張より

平成17年（ワ）第19086号 原告 被告
一定の騒音は許される
低騒音の機械を使用
受忍限度を超えない

低騒音の機械を使用していた
区役所の測定値が基準値を超えていない

平成17年（ワ）第9336号 原告 被告
一時的な騒音である
受忍限度を超えない

測定値の正確性がない 騒音の継続性が認められなかった
生活面での被害は認められた
継続性が判断できない

平成16年（ワ）第1573号 原告 被告
一定の騒音は許される
他の音源の影響がある
申し出に対応した
受忍限度を超えない

申し出に対して作業を中止するなどの対応をし
た

被害は認めるが、使用料名目で支払われた金
額には迷惑料も含まれると判断された

平成15年（ワ）第17264号 原告 被告
車の騒音を抑える速度制限をした

低騒音の機械を使用
申し出に対応
防音対策をした

裁判所判断基準
騒音の大きさと継続時間が考慮され

受忍限度を超えるとされた

3か月半の恒常的な騒音は周辺の生活環境に
対し深刻な影響を与える（施工会社の騒音記録

より）

平成15年（ワ）第16768号 原告 被告
騒音が減衰していた
申し出に対応した

低騒音の機械を使用していた
防音対策をした

騒音計の記録に信憑性がない 低騒音の機械を使用していた
防音シートを利用していた

申し出に対応し、騒音計を取り付けた。

平成15年（ワ）第4518号
平成15年（ワ）第5491号
平成15年（ワ）第5501号

原告 被告

騒音を抑える工法をとっている
工事時間に配慮している

裁判所判断基準
どの程度の騒音をどのような時間帯
にどの程度継続させたかが不鮮明で

ある
原告らの具体的主張がない

平成7年（ワ）第25744号 原告 被告
肉体的被害 騒音を抑える工法をとっている
精神的被害 案騒音時と変化が小さい
不眠 防音対策

裁判所判断基準

工事騒音により、不眠となり体調を崩
すと言った肉体的被害、精神的被害
が認められる。80dBほどの騒音は窓
を閉めても10dBほどしか軽減され
ず、東京都の公害防止条例に違反

する。

騒音被害を軽減する措置は行われていたが、適
切な措置ではない。

平成5年（ワ）第954号 原告 被告
主張 精神的被害 ―

裁判所判断基準 騒音の程度が明確ではない ―

裁判所判断基準

主張

裁判所判断基準

精神的被害

主張

主張

裁判所判断基準

精神的被害

精神的被害

20メートル離れており、80dBの騒音
が生じていたとは考えにくい

主張

主張

精神的被害

他の同種の工事と比較しても大差がない

精神的被害

被害は認めるが、使用料名目で支払
われた金額には迷惑料も含まれると

判断された

主張

裁判所判断基準

主張

どの程度生じていたかが不鮮明

生活に支障をきたした

生活に支障

精神的被害
主張

裁判所判断基準

認めるべきである 認める方が良い 認めない方が良い 認めないべきである

精神的被害

測定値が存在し、恒
常性が示されており、
数か月単位の継続性

が存在する

測定値が存在し、
実害が認められ

る

実害が認められず、
恒常性がない

騒音が計測されてい
ない

Figure 3. Criteria of the court in the mental damage 
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